
議案第５号 

 

大口町まちづくり基本条例の一部改正について 

 

大口町まちづくり基本条例の一部を改正する条例を別紙のように定めるものとす

る。 

 

令和４年３月２日提出 

 

大 口 町 長  鈴 木 雅 博 

 

（提案理由） 

この案を提出するのは、地域懇談会の開催対象地域の区割りを、テーマや内容等

に応じた運用に変更することに伴い、この条例の一部を改正するため必要があるか

らである。 
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大口町まちづくり基本条例の一部を改正する条例 

 

大口町まちづくり基本条例（平成２１年大口町条例第１３号）の一部を次のよう

に改正する。 

第１７条中「小学校区ごとに」を削る。  

附 則 

この条例は、令和４年４月１日から施行する。 
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大口町まちづくり基本条例の一部改正新旧対照表 

新 旧 

（地域懇談会） （地域懇談会） 

第１７条 町長は、毎年４月から翌年の３月

までの間に一回以上、議会、地域自治組織

その他の様々なまちづくりの担い手ととも

に、大口町のまちづくりについて意見交換

を行うものとします(この後、この手続き

を「地域懇談会」といいます。)。 

第１７条 町長は、毎年４月から翌年の３月

までの間に一回以上小学校区ごとに、議

会、地域自治組織その他の様々なまちづく

りの担い手とともに、大口町のまちづくり

について意見交換を行うものとします(こ

の後、この手続きを「地域懇談会」といい

ます。)。 
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               改 正 要 旨 

 

１ 改正理由 

地域懇談会は、「大口町まちづくり基本条例」の定めるところにより、毎年、小学

校区ごとに、大口町のまちづくりに関する課題等の中からテーマを定め、町長が議

会、地域自治組織、その他の様々なまちづくりの担い手の皆さんと意見交換を行う

ものです。 

提案される様々なテーマについて、より充実した意見交換の場とするため、これ

までの小学校区ごととした開催対象区域の制限を撤廃し、テーマや内容等に応じて、

その枠組みを柔軟に変更できるように改めるものです。 

   

２ 施行期日 

令和４年４月１日から施行します。 
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